
 
 

令和４年４月１５日 第３回競技式典専門委員会 決定 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市炬火イベント実施要項 

 

１ 趣旨 

  この要項は「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市式典基本計画」及び「い

ちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市炬火イベント実施計画」に基づき、いち

ご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会（以下「市実行委員会」という。）

が実施する炬火イベントについて必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 実施内容・方法等 

（１）炬火イベント 

 ア 採火方法 

   マイギリ等を利用した摩擦熱により採火を行う。 

 イ 実施方法 

   大会の開催機運を高めるとともに、市民の参加意欲を醸成するため、市内で開催

される多くの市民が集まる既存イベント等と連携し実施する。 

 ウ その他 

   炬火イベントの実施にあたっては、安全確保に十分注意する。 

（２）炬火集火式 

 ア 式典内容 

   炬火イベントで誕生した火を一つにまとめるための炬火集火式を行う。 

 イ 実施方法 

   大会の開催機運を高めるとともに、市民の参加意欲を醸成するため、市内で開催

される多くの市民が集まる既存イベント等と連携し実施する。 

 ウ その他 

   炬火集火式の実施にあたっては、安全確保に十分注意する。 

 

３ 実施時期 

（１）採火イベント・炬火集火式 

   「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県実行委員会」という。）

が市町の炬火を集める集火式までに行う。 

 

４ 炬火の保管 

（１）採火又は集火した炬火は、ハクキンカイロに移し、市実行委員会が保管する。 



 
 

（２）市実行委員会が保管する炬火は、県実行委員会が実施する炬火集火式で使用し、

県実行委員会が指定する期日までに集火場所まで搬送する。 

 

５ 広報 

  炬火イベント・炬火集火式の実施にあたっては、ホームページや広報誌等に掲載す

るとともに、関係機関等の協力を得て周知を図るものとする。 

 

６ その他 

  この要項に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。 

 

 


